
 

 

新たな「移住・定住」推進プロジェクト補助金交付規程新旧対照表 
 

改  正  案 現     行 

新たな「移住・定住」推進プロジェクト補助金交付要綱 

 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

島根県市町村振興協会要綱第１７号 

 

（趣旨） 

第１条 新たな「移住・定住」推進プロジェクト補助金（以下「補助金」

という。）は、市町村がポストコロナの将来を見据え、活力ある地域社会

の構築を図るため新たな視点で移住・定住推進の実践活動を行うことを支

援することを目的に、当該事業に要する経費について予算の範囲内で交付

する。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、次の各号に掲げる政策課題に対応し、市町村自

ら新たに事業計画を策定し単独または広域で実施するハード・ソフト事業

を対象とする。 

（１）「移」＝対流人口の創出を図る事業 

  ・新たな視点で関係人口・対流人口の創出を図る事業 

  ・企業・大学生・若者などを取り込むための環境整備事業 

・地域や集落活動の継承・交流等を通じた活動 

・その他地域の特性を生かした対流人口の創出を図る事業 

（２）「職」＝働く場の創出を図る事業 

  ・遊休施設を活用したテレワーク等の受け入れ環境整備のための事業 

  ・事業継承・事業拡大・事業創業を通じた人口定着を図る事業 

  ・ＳＮＳ等インターネットツールを活用した魅力的な働き方の情報発 

信事業 
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  ・その他新たな視点で取り組む働く場の創出事業 

（３）「住」＝住まいの創出を図る事業 

  ・空き家や公共施設を活用した住まいの創出事業 

  ・その他住み方に合わせた新たな住空間の創出事業 

２ 補助対象事業は、市町村が従来から行っている移住・定住推進事業と

異なり「新規 性」と「先進性」が認められるものとする。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は市町村とし、単独または複数市町村での広域連携に

よるものとする。 

 

（補助期間） 

第４条 補助期間は、継続する３年度以内とし、令和８年度に終了するも

のとする。 

 

（補助金額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の５分の４以内とする。 

２ 補助金額は、別表１に定める補助対象経費とし、上限は前条の補助期

間を通じて １０，０００千円以内とする。補助金額に千円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額とする。 

 

（事業計画の認定申請） 

第６条 補助を受けようとする市町村（広域連携による場合は代表市町村）

は、事業実施計画認定申請書（様式第１号）により事業計画の認定を申請

しなければならない。 

 

（事業計画の認定） 

第７条 理事長は、前条の申請があった場合には、提出された事業実施計

画を審査し、認定又は不認定を決定し、事業実施計画認定通知書（様式第
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２号）により通知するものとする。 

２ 前項の決定にあたっては、別に定める補助金審査会の意見を聴取する

ものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 前条により事業実施計画の認定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、理事長が別に定める期日までに、補助金交付申請書（様式

第３号）を理事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 理事長は、前条の規定に基づき補助金の交付申請があったときは、

その内容を審査し、適当であると認められる場合は、補助金交付決定通

知書（様式第４号）により、通知するものとする。 

 

 

 

 

（補助金の変更交付申請） 

第 10 条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、補助金変更交付

申請書（様式第５号）を理事長に提出し、その承認を得なければならない。 

（１）補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲

げる軽微な変更を除く。 

   ア 事業目的に変更をもたらすものではなく、かつ、事業目的をよ

り効率的に達成するために必要と認められる変更 

   イ事業目的及び事業効率に関係がない事業計画の細部の変更 

（２）補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込

まれるとき。 

（３）補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようと

するとき。 

 

 

 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助を受けようとする市町村（広域連携による場合は代表市町村）

は、理事長が別に定める期日までに補助金交付申請書（様式第１号）を理

事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 理事長は、提出された補助金申請書を審査し、補助することの適

否について決定するものとする。 

２ 理事長は、前項の決定をしようとするときは、別に定める補助金審査

会の意見を聴取するものとする。 

３ 理事長は、補助の決定をしたときは、補助金交付決定書（様式第２号）

により、通知するものとする。 

 

（補助金の変更交付申請） 

第８条 市町村長が、申請の内容を変更しようとするときは、補助金変更

交付申請書（様式第３号）を理事長に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（補助金の変更交付決定） 

第 11 条 理事長は、前条の規定に基づき補助金の変更交付申請があったと

きは、その内容を審査し、適当であると認められる場合は、補助金変更交

付決定書（様式第６号）により、通知するものとする。 

 

（補助金の概算払い） 

第 12 条 市町村長は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするとき

は、補助金概算払請求書（様式第７号）を理事長に提出するものとする。 

２ 理事長は、前項に規定する補助金概算払請求書が提出され、その内容

を審査し適当であると認めるときは、速やかに概算交付するものとする。 

 

 

（補助金の実績報告） 

第 13 条 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了したときは、速やかに

補助金実績報告書（様式第８号）を理事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の確定） 

第 14 条 理事長は、前条に規定する補助金の実績報告を受けたときは、そ

の内容を審査し、適当であると認められる場合は、補助金の額を確定し、

補助金確定通知書（様式第 9 号）により通知するものとする。 

 

 

（削除） 

 

 

 

（補助金の交付） 

第 15 条 理事長は、前条に規定する補助金の確定をしたときは、速やかに

補助金を交付するものとする。ただし、第７条第２項により概算払を行

（補助金の変更交付決定） 

第９条 理事長は、前条の規定に基づき補助金の変更交付申請があったと

きは、その内容を審査し、適当であると認められる場合は、補助金変更交

付決定書（様式第４号）により、通知するものとする。 

 

（補助金の概算払い） 

第１０条 市町村長は、やむを得ず概算払いにより補助金の交付を受けよ

うとするときは、補助金概算払請求書（様式第５号）を理事長に提出する

ものとする。 

２ 理事長は、前項に規定する補助金概算払請求書が提出され、その内容

を審査し適当であると認めるときは、速やかに概算交付するものとする。 

 

（補助金の実績報告） 

第１１条 市町村長は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績

報告書（様式第６号）を理事長に提出しなければならない。 

 

（補助金の確定） 

第１２条 理事長は、前条に規定する補助金の実績報告を受けたときは、

その内容を審査し、適当であると認められる場合は、補助金確定通知書（様

式第７号）により通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１３条 市町村長は、前条の規定により補助金が確定された場合は、速

やかに補助金交付請求書（様式第８号）を理事長に提出しなければならな

い。 

 

（補助金の交付） 

第１４条 理事長は、前条に規定する補助金交付請求書の提出を受けたと

きは、その内容を審査し、適正であると認められる場合は、速やかに交付



 

 

った場合には、過不足を精算するものとする。 

 

（全体事業実績報告書） 

第 16 条 補助事業者は、事業が全て完了したときは、速やかに全体事業実

績報告書（様式第９号）を理事長に提出しなければならない。 

 

（現地調査の実施） 

第 17 条 理事長は、補助金の適正な執行及び事務処理の円滑化を図るため

必要と認められるときは、当該市町村に対して、この法人の職員に現地調

査を実施させることができるものとする。 

２ 理事長は、現地調査により、事業内容が第１３条に規定する実績報告

書の内容と著しく異なると判断したときは、当該市町村に補助金の全部ま

たは一部の返還を求める等必要な措置を講ずることができるものとする。 

 

（帳簿等の整備） 

第 18 条 市町村長は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及

び証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から５カ年間

保管するものとする。 

 

（その他） 

第 19 条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ理事長が別に

定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年９月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

するものとする。 

 

 

 

 

 

（現地調査の実施） 

第１５条 理事長は、補助金の適正な執行及び事務処理の円滑化を図るた

め必要と認められるときは、当該市町村に対して、この法人の職員に現地

調査を実施させることができるものとする。 

２ 理事長は、現地調査により、事業内容が第１１条に規定する実績報告

書の内容と著しく異なると判断したときは、当該市町村に補助金の全部ま

たは一部の返還を求める等必要な措置を講ずることができるものとする。 

 

（帳簿等の整備） 

第１６条 市町村長は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

及び証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から５カ年

間保管するものとする。 

 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ理事長が別

に定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年９月１日から適用する。 

 

 



 

 

別表１（第５条関係） 

 

対象経費 

〇 報酬・謝金（賃金、職員費は対象外） 

〇 旅費 

〇 材料費及び消耗品費 

〇 印刷製本費 

〇 委託料（事業の全部委託は認めない） 

〇 使用料及び借上げ料 

〇 通信運搬費 

〇 工事請負費 

〇 修繕費 

〇 備品購入費 

〇その他事業実施に必要と認められる経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１（第５条関係） 

 

対象経費 

〇 報酬・謝金（賃金、職員費は対象外） 

〇 旅費 

〇 材料費及び消耗品費 

〇 印刷製本費 

〇 委託料（事業の全部委託は認めない） 

〇 使用料及び借上げ料 

〇 通信運搬費 

〇 工事請負費 

〇 修繕費 

〇 備品購入費 

〇その他事業実施に必要と認められる経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


